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(57)【要約】
【課題】地震などに起因する、フーチング部分における
クラックの発生や伝播を抑制することができる杭頭安定
化部材及びこれを用いた杭基礎フーチング構造を提供す
る。
【解決手段】杭頭安定化部材１０は、地盤Ｇから突出し
た杭頭部Ｐ１の周りを囲繞した状態で、杭頭部Ｐ１の周
囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食
性の部材である。杭頭安定化部材１０は、杭頭部Ｐ１の
周りを囲んだ状態で捨てコンクリート１上に配置される
補強部材１１と、補強部材１１を、杭頭部Ｐ１及び捨て
コンクリート１から所定間隔離れた位置で一定姿勢に保
持するため補強部材１１に接合された複数の保持部材１
２と、を備えている。補強部材１１は、杭頭部Ｐ１の外
周に接触しない位置で杭頭部Ｐ１の周りを包囲可能な円
形の部材であり、保持部材１２は、補強部材１１から杭
頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め部１２ｃを
有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地盤から突出した杭頭部の周りを囲繞した状態で、前記杭頭部の周囲に打設された捨て
コンクリート上に配置される耐食性の杭頭安定化部材であって、
　前記杭頭部の周りを囲んだ状態で前記捨てコンクリート上に配置される補強部材と、
　前記補強部材を、前記杭頭部から所定間隔離れた位置で保持するため前記補強部材から
前記杭頭部の外周に向かって突出した位置決め部を有する保持部材と、を備えた杭頭安定
化部材。
【請求項２】
　前記補強部材を、前記捨てコンクリートから所定間隔離れた位置で一定姿勢に保持する
ため前記保持部材に脚部を備えた、請求項１記載の杭頭安定化部材。
【請求項３】
　前記補強部材が、前記杭頭部の外周に接触しない位置で前記杭頭部の周りを包囲可能な
円形状、楕円形状、長円形状、多角形状若しくは閉曲線形状をなす部材である、請求項１
または２記載の杭頭安定化部材。
【請求項４】
　前記杭頭部の周りを同心状に包囲可能な複数の補強部材を備えた、請求項１～３のいず
れかの項に記載の杭頭安定化部材。
【請求項５】
　前記補強部材及び前記保持部材の材質が、ステンレス鋼材、耐食メッキ鋼材、合成樹脂
コーティング鋼材、炭素繊維材若しくはガラス繊維材のうちの１以上である、請求項１～
４のいずれかの項に記載の杭頭安定化部材。
【請求項６】
　地盤から突出した杭頭部の周りを囲繞した状態で、前記杭頭部の周囲に打設された捨て
コンクリート上に配置された請求項１～５のいずれかの項に記載の杭頭安定化部材と、
　前記杭頭安定化部材を埋設した状態で前記杭頭部の周囲の捨てコンクリート上に構築さ
れた鉄筋コンクリート製のフーチング部と、を備えた杭基礎フーチング構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリート構造物の基礎工事において、地中に打ち込まれた杭の頭部（杭
頭部）と、杭頭部の上方に構築される基礎フーチングとの接合技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリート構造物の基礎工事などにおいて、地中に打ち込まれ地盤から突出した状態
にある杭頭部と、この杭頭部を呑み込んだ状態で構築される鉄筋コンクリート製のフーチ
ングとの接合部分の構造としては、例えば、図２０に示す杭基礎フーチング構造９００が
代表的である。
【０００３】
　図２０に示すように、従来の接合構造９００においては、地盤９０から突出した杭頭部
９１ａの周囲に捨てコンクリート９２が打設され、この捨てコンクリート９２の上面に、
杭頭部９１ａを呑み込んだ状態で鉄筋コンクリート製の基礎フーチング９３が構築されて
いる。
【０００４】
　図２０に示す、接合構造９００においては、施工後、基礎フーチング９３を形成するコ
ンクリート９３ａが徐々に中性化していき、内部の鉄筋９４に錆が発生することがあるの
で、これを防止するため、捨てコンクリート９２の表面９２ａから所定高さの位置まで鉄
筋９４が存在しないカブリ９５を設けることが規則化されている。特に、地盤９０に接触
した状態にある捨てコンクリート９２上に構築される構造上、中性化の影響を受け易い基
礎フーチング９３においては、このカブリ９５の厚さが７０ｍｍに設定されている。なお



(3) JP 2017-186803 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

、カブリ９５の厚さ７０ｍｍは「建築工事標準仕様書（ＪＡＳＳ５）鉄筋コンクリート工
事」の規定に基づいて設定されたものである。
【０００５】
　一方、図２０に示す接合構造９００などにおいて、基礎フーチング９３から杭９１に対
して大きな引き抜き力や押し込み力が加わったときの抵抗力（強度）を高める技術として
、従来、地盤から突出した鋼管杭の頭部の外周面に、様々な形状を有する補強部材を接合
した杭頭構造が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１６－３５０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述したように、図２０に示す接合構造９００においては、捨てコンクリート９２の表
面９２ａから７０ｍｍの高さまでの領域が、鉄筋９４が存在しないカブリ９５となってい
るため、実用上の問題はないものの、このカブリ９５の部分の強度が、他の部分の強度よ
り低くなっているのが実状である。
【０００８】
　また、大きな地震などで破壊された杭基礎フーチング構造の破壊実態の調査結果や、杭
基礎フーチング構造の曲げ試験での観察結果などによると、基礎フーチングにおいて、杭
頭部の周囲に位置するカブリ９５の部分に、多くのクラックが発生していることが判明し
ている。
【０００９】
　特に、地震などの水平方向の交番荷重を受けるような状況下では、カブリ９５に発生し
たクラックが周囲に伝播したり、拡大したりして、杭頭部９１ａの変位が大きくなり、被
害が発生することが予測されるので、その予防と対策が求められている。
【００１０】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、地震などに起因する、カブリ部分における
クラックの発生や伝播を抑制することができる杭頭安定化部材及びこれを用いた杭基礎フ
ーチング構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の杭頭安定化部材は、
　地盤から突出した杭頭部の周りを囲繞した状態で、前記杭頭部の周囲に打設された捨て
コンクリート上に配置される耐食性の杭頭安定化部材であって、
　前記杭頭部の周りを囲んだ状態で前記捨てコンクリート上に配置される補強部材と、
　前記補強部材を、前記杭頭部から所定間隔離れた位置で保持するため前記補強部材から
前記杭頭部の外周に向かって突出した位置決め部を有する保持部材と、を備えたことを特
徴とする。
【００１２】
　ここで、前記杭頭安定化部材においては、前記補強部材を、前記捨てコンクリートから
所定間隔離れた位置で一定姿勢に保持するため前記保持部材に脚部を備えたものとするこ
とができる。
【００１３】
　また、前記杭頭安定化部材においては、前記補強部材として、前記杭頭部の外周に接触
しない位置で前記杭頭部の周りを包囲可能な円形状、楕円形状、長円形状、多角形状若し
くは閉曲線形状をなす部材を使用することができる。
【００１４】
　さらに、前記杭頭安定化部材においては、前記杭頭部の周りを同心状に包囲可能な複数
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の補強部材を備えたものとすることもできる。
【００１５】
　一方、前記補強部材及び前記保持部材の材質は、ステンレス鋼材、耐食メッキ鋼材、合
成樹脂コーティング鋼材、炭素繊維材若しくはガラス繊維材のうちの１以上とすることが
できる。
【００１６】
　次に、本発明の杭基礎フーチング構造は、
　地盤から突出した杭頭部の周りを囲繞した状態で、前記杭頭部の周囲に打設された捨て
コンクリート上に配置された前述の杭頭安定化部材と、
　前記杭頭安定化部材を埋設した状態で前記杭頭部の周囲の捨てコンクリート上に構築さ
れた鉄筋コンクリート製のフーチング部と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、地震などに起因する、カブリ部分におけるクラックの発生や伝播を抑制
することができる杭頭安定化部材及びこれを用いた杭基礎フーチング構造を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態である杭頭安定化部材を示す平面図である。
【図２】図１中のＡ－Ａ線における断面図である。
【図３】図１に示す杭頭安定化部材を用いた杭基礎フーチング構造を示す一部省略平面図
である。
【図４】図３中のＢ－Ｂ線における一部省略断面図である。
【図５】本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を示す平面図である。
【図６】図５中のＣ－Ｃ線における断面図である。
【図７】本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を示す平面図である。
【図８】図７中のＤ－Ｄ線における断面図である。
【図９】本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を示す平面図である。
【図１０】図９中のＥ－Ｅ線における断面図である。
【図１１】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＨ－Ｈ線における断面図
である。
【図１２】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＩ－Ｉ線における断面図
である。
【図１３】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＪ－Ｊ線における断面図
である。
【図１４】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＫ－Ｋ線における断面図
である。
【図１５】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＬ－Ｌ線における断面図
である。
【図１６】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＭ－Ｍ線における断面図
である。
【図１７】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＳ－Ｓ線における断面図
である。
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【図１８】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＴ－Ｔ線における断面図
である。
【図１９】（ａ）は本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材を捨てコンクリート
上に載置した状態を示す平面図であり、（ｂ）は前記（ａ）中のＵ－Ｕ線における断面図
である。
【図２０】従来の杭基礎フーチング構造を示す垂直断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図１～図１０に基づいて、本発明の実施形態である杭頭安定化部材１０，２０，
３０，４０及び杭頭安定化部材１０を用いた杭基礎フーチング構造１００について説明す
る。
【００２０】
　図１，図２に示すように、杭頭安定化部材１０は、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周
りを囲繞した状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される
耐食性の部材である。杭頭安定化部材１０は、杭頭部Ｐ１の周りを囲んだ状態で捨てコン
クリート１上に配置される補強部材１１と、補強部材１１を杭頭部Ｐ１から所定間隔離れ
た位置で保持するため補強部材１１から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め部
１２ｃを有する保持部材１２と、を備えている。また、補強部材１１を、捨てコンクリー
ト１から所定間隔離れた位置で一定姿勢に保持するため、保持部材１２の下面側に脚部１
２ｂを備えている。
【００２１】
　補強部材１１は、杭頭部Ｐ１の外周に接触しない位置で杭頭部Ｐ１の周りを包囲可能な
円形部材であり、円筒体をその軸心と直交する平面で輪切りにした形状をなしている。図
２に示すように、補強部材１１の直径方向の断面１１ａは杭頭部Ｐ１の長手方向を長辺方
向とする長方形をなしている。
【００２２】
　保持部材１２は、図２に示すように、凹部１２ａと、脚部１２ｂと、位置決め部１２ｃ
と、を備えている。補強部材１１の下面側の一部を保持部材１２の凹部１２ａに嵌入して
固着することにより、補強部材１１と複数の保持部材１２とが一体的に接合されている。
円形の補強部材１１の中心線１１ｃを基準にしたとき、複数の保持部材１２の脚部１２ｂ
の外面１２ｆの位置はいずれも補強部材１１の内周面１１ｂの位置と同等若しくは内周面
１１ｂの位置より中心線１１ｃ寄りとなるように設定されている。
【００２３】
　保持部材１２の脚部１２ｂはその下端部１２ｄを、捨てコンクリート１の表面に接地さ
せることにより凹部１２ａに嵌入された補強部材１１を捨てコンクリート１から所定間隔
だけ離れた（浮いた）位置に保持している。位置決め部１２ｃは、円形の保持部材１２の
半径方向に沿って杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出し、その先端部１２ｅが杭頭部Ｐ１の
外周に接触している。
【００２４】
　円形の補強部材１１に取り付けられた複数の保持部材１２の位置決め部１２ｃの長さは
全て等しいので、円形の補強部材１１は、杭頭部Ｐ１の周りにおいて、杭材Ｐの軸心Ｐｃ
を中心として、杭頭部Ｐ１と同心円をなすように保持される。図１に示すように、本実施
形態の杭頭安定化部材１０では、４個の保持部材１２が９０度間隔で補強部材１１に取り
付けられているが、これに限定するものではないので、補強部材１２の個数や配置間隔な
どは施工条件に応じて設定することができる。
【００２５】
　本実施形態の杭頭安定化部材１０においては、補強部材１１及び保持部材１２の材質は
ステンレス鋼材であるが、これに限定するものではないので、これ以外の材質、例えば、
耐食メッキ鋼材、合成樹脂コーティング鋼材、炭素繊維材若しくはガラス繊維材などを採



(6) JP 2017-186803 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

用することもできる。
【００２６】
　次に、図３，図４に基づいて、図１に示す杭頭安定化部材１０を用いた杭基礎フーチン
グ構造１００について説明する。図３，図４に示すように、杭頭安定化部材１０は、地盤
Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞した状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨て
コンクリート１上に配置されている。杭材Ｐの上端の開口部Ｐ２には、円形の開口部６ａ
を有する杭頭蓋６が取り付けられている。開口部Ｐ２から所定深さの杭材Ｐの内部には隔
壁部材４が配置されている。
【００２７】
　図３，図４に示すように、杭頭安定化部材１０を杭頭部Ｐ１の周りの捨てコンクリート
１上に配置し、隔壁部材４及び杭頭蓋６を取り付けた後、捨てコンクリート１の表面から
カブリ７に相当する間隔だけ離れた杭頭部Ｐ１の周りの領域に鉄筋材（図示せず）を配筋
して杭頭接合構造２を形成する。
【００２８】
　この後、杭頭蓋６の開口部６ａから杭材Ｐの内部へ生コンクリート（図示せず）を打設
し、杭材Ｐの内部の隔壁部材４より上方部分に生コンクリートを充填するとともに、杭頭
部Ｐ１の周囲の捨てコンクリート１上の空間３に生コンクリートを打設して固化させフー
チング部８を構築すると杭基礎フーチング構造１００が完成する。
【００２９】
　前述の工程により構築された杭基礎フーチング構造１００は、図４に示すように、捨て
コンクリート１上に杭頭安定化部材１０を備えるとともに、この杭頭安定化部材１０を埋
設した状態で杭頭部Ｐ１の周囲の捨てコンクリート１上に形成された鉄筋コンクリート製
のフーチング部８を備えたものとなる。
【００３０】
　即ち、杭基礎フーチング構造１００においては、捨てコンクリート１の上方であって杭
頭接合構造２の下方に形成されるカブリ７と呼ばれる領域に、杭頭安定化部材１０を含む
コンクリート構造体が形成される。このため、地震などに起因する、カブリ７部分（フー
チング部８の下面側領域）におけるクラックの発生や伝播を抑制することができる。
【００３１】
　また、杭頭安定化部材１０はステンレス鋼材で形成されているため、施工後、周囲のコ
ンクリートが徐々に中性化していくことがあっても、杭頭安定化部材１０に錆が発生した
り、腐食したりして、強度が低下することがない。
【００３２】
　次に、図５～図１０に基づいて、本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材２０
，３０，４０について説明する。なお、図１，図２に示す杭頭安定化部材１０の構成部分
及び杭頭安定化部材２０，３０，４０の構成部分において、互いに共通する形状、機能を
有する部分については同じ符号を付して、説明を省略する。
【００３３】
　図５，図６に示す杭頭安定化部材２０は、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞
した状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される部材であ
る。杭頭安定化部材２０は、杭頭部Ｐ１の周りを二重に囲んだ状態で捨てコンクリート１
上に配置される直径の異なる二つの補強部材２１ａ，２１ｂと、補強部材２１ａ，２１ｂ
を、杭頭部Ｐ１及び捨てコンクリート１から所定間隔離れた位置で一定姿勢に保持するた
め補強部材２１ａ，２１ｂに接合された複数の保持部材２２と、を備えている。補強部材
２１ａ，２１ｂは杭頭部Ｐ１の周りを、その軸心Ｐｃを中心にして同心円状に包囲可能で
ある。
【００３４】
　補強部材２１ａ，２１ｂは、杭頭部Ｐ１の外周に接触しない位置で杭頭部Ｐ１の周りを
包囲可能な円形部材であり、円筒体をその軸心と直交する平面で輪切りにした形状をなし
ている。図６に示すように、補強部材２１ａ，２１ｂの直径方向の断面２１ａｖ，２１ｂ
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ｖは杭頭部Ｐ１の長手方向を長辺方向とする長方形をなしている。
【００３５】
　図６に示すように、保持部材２２は、垂直断面がＬ字状をした二つの段差部２２ａｓ，
２２ｂｓと、二つの脚部２２ａｆ，２２ｂｆと、位置決め部２２ｃと、を備えている。二
つの段差部２２ａｓ，２２ｂｓ及び二つの脚部２２ａｆ，２２ｂｆは、補強部材２１ａ，
２１ｂの軸心２１ｃを中心とする半径方向に離れて配置されている。
【００３６】
　補強部材２１ａ，２１ｂの下面側の一部を、複数の保持部材２２の段差部２２ａｓ，２
２ｂｓにそれぞれ固着することにより、補強部材２１ａ，２１ｂと保持部材２２とが一体
的に接合されている。
【００３７】
　保持部材２２の脚部２２ａｆ，２２ｂｆはそれぞれの下端部２２ｄを、捨てコンクリー
ト１の表面に接地させることにより補強部材２１ａ，２１ｂを捨てコンクリート１から所
定間隔だけ離れた（浮いた）位置に保持している。位置決め部２２ｃは、円形の保持部材
２１ａ，２１ｂの半径方向に沿って杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出し、その先端部２２
ｅが杭頭部Ｐ１の外周に接触している。
【００３８】
　図５に示すように、円形の補強部材２１ａ，２１ｂに取り付けられた複数の保持部材２
２の位置決め部２２ｃの長さは全て等しいので、円形の補強部材２１ａ，２１ｂは、杭頭
部Ｐ１の周りにおいて、杭材Ｐの軸心Ｐｃを中心として、杭頭部Ｐ１と同心円をなすよう
に保持される。図５に示すように、杭頭安定化部材２０では、４個の保持部材２２が９０
度間隔で補強部材２１ａ，２１ｂに取り付けられているが、これに限定するものではない
ので、保持部材２２の個数や配置間隔などは施工条件に応じて設定することができる。
【００３９】
　杭頭安定化部材２０においては、補強部材２１ａ，２１ｂ及び保持部材２２の材質はス
テンレス鋼材であるが、これに限定するものではないので、これ以外の材質、例えば、耐
食メッキ鋼材、合成樹脂コーティング鋼材、炭素繊維材若しくはガラス繊維材などを採用
することもできる。
【００４０】
　杭頭安定化部材２０は、図３，図４中に示す杭頭安定化部材１０と同様に、杭頭部Ｐ１
の周りを囲繞した状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置し
て使用することができ、杭頭安定化部材１０と同等の優れた作用、効果を得ることができ
る。
【００４１】
　次に、図７，図８に示す杭頭安定化部材３０は、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周り
を囲繞した状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される部
材である。杭頭安定化部材３０は、杭頭部Ｐ１の周りを囲んだ状態で捨てコンクリート１
上に配置される補強部材３１と、補強部材３１を、杭頭部Ｐ１及び捨てコンクリート１か
ら所定間隔離れた位置で一定姿勢に保持するため補強部材３１に接合された複数の保持部
材３２と、を備えている。
【００４２】
　補強部材３１は、杭頭部Ｐ１の外周に接触しない位置で杭頭部Ｐ１の周りを包囲可能な
円形部材であり、所定長さの丸棒材を円形に湾曲させ、両端部を接合した形状である。図
８に示すように、補強部材３１の直径方向の断面３１ａは円形をなしている。
【００４３】
　図８に示すように、保持部材３２は、凹部３２ａと、脚部３２ｂと、位置決め部３２ｃ
と、を備えている。補強部材３１の下面側の一部を保持部材３２の凹部３２ａに嵌入して
固着することにより、補強部材３１と複数の保持部材３２とが一体的に接合されている。
【００４４】
　保持部材３２の脚部３２ｂはその下端部３２ｄを、捨てコンクリート１の表面に接地さ
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せることにより凹部３２ａに嵌入された補強部材３１を捨てコンクリート１から所定間隔
だけ離れた（浮いた）位置に保持している。位置決め部３２ｃは、円形の保持部材３２の
半径方向に沿って杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出し、その先端部３２ｅが杭頭部Ｐ１の
外周に接触している。
【００４５】
　円形の補強部材３１に取り付けられた複数の保持部材３２の位置決め部３２ｃの長さは
全て等しいので、円形の補強部材３１は、杭頭部Ｐ１の周りにおいて、杭材Ｐの軸心Ｐｃ
を中心として、杭頭部Ｐ１と同心円をなすように保持される。図７に示すように、杭頭安
定化部材３０では、４個の保持部材３２が９０度間隔で補強部材３１に取り付けられてい
るが、これに限定するものではないので、補持部材３２の個数や配置間隔などは施工条件
に応じて設定することができる。
【００４６】
　杭頭安定化部材３０においては、補強部材３１及び保持部材３２の材質はステンレス鋼
材であるが、これに限定するものではないので、これ以外の材質、例えば、耐食メッキ鋼
材、合成樹脂コーティング鋼材、炭素繊維材若しくはガラス繊維材などを採用することも
できる。
【００４７】
　杭頭安定化部材３０は、図３，図４中に示す杭頭安定化部材１０と同様に、杭頭部Ｐ１
の周りを囲繞した状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置し
て使用することができ、杭頭安定化部材１０と同等の優れた作用、効果を得ることができ
る。
【００４８】
　次に、図９，図１０に示す杭頭安定化部材４０は、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周
りを囲繞した状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される
部材である。杭頭安定化部材４０は、杭頭部Ｐ１の周りを二重に囲んだ状態で捨てコンク
リート１上に配置される直径の異なる二つの補強部材４１ａ，４１ｂと、補強部材４１ａ
，４１ｂを、杭頭部Ｐ１及び捨てコンクリート１から所定間隔離れた位置で一定姿勢に保
持するため補強部材４１ａ，４１ｂに接合された複数の保持部材４２と、を備えている。
補強部材４１ａ，４１ｂは杭頭部Ｐ１の周りを、その軸心Ｐｃを中心にして同心円状に包
囲可能である。
【００４９】
　補強部材４１ａ，４１ｂは、杭頭部Ｐ１の外周に接触しない位置で杭頭部Ｐ１の周りを
包囲可能な円形部材であり、所定長さの丸棒材を円形に湾曲させ両端を接合した形状をな
している。図１０に示すように、補強部材４１ａ，４１ｂの直径方向の断面４１ａｖ，４
１ｂｖは円形をなしている。
【００５０】
　図１０に示すように、保持部材４２は、垂直断面がＬ字状をした二つの段差部４２ａｓ
，４２ｂｓと、二つの脚部４２ａｆ，４２ｂｆと、位置決め部４２ｃと、を備えている。
二つの段差部４２ａｓ，４２ｂｓ及び二つの脚部４２ａｆ，４２ｂｆは、補強部材４１ａ
，４１ｂの軸心２１ｃを中心とする半径方向に離れて配置されている。
【００５１】
　補強部材４１ａ，４１ｂの下面側の一部を、複数の保持部材４２の段差部４２ａｓ，４
２ｂｓにそれぞれ固着することにより、補強部材４１ａ，４１ｂと保持部材４２とが一体
的に接合されている。
【００５２】
　保持部材４２の脚部４２ａｆ，４２ｂｆはそれぞれの下端部４２ｄを、捨てコンクリー
ト１の表面に接地させることにより補強部材４１ａ，４１ｂを捨てコンクリート１から所
定間隔だけ離れた（浮いた）位置に保持している。位置決め部４２ｃは、円形の保持部材
４１ａ，４１ｂの半径方向に沿って杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出し、その先端部４２
ｅが杭頭部Ｐ１の外周に接触している。
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【００５３】
　図９に示すように、円形の補強部材４１ａ，４１ｂに取り付けられた複数の保持部材４
２の位置決め部４２ｃの長さは全て等しいので、円形の補強部材４１ａ，４１ｂは、杭頭
部Ｐ１の周りにおいて、杭材Ｐの軸心Ｐｃを中心として、杭頭部Ｐ１と同心円をなすよう
に保持される。図９に示すように、杭頭安定化部材４０では、４個の保持部材４２が９０
度間隔で補強部材４１ａ，４１ｂに取り付けられているが、これに限定するものではない
ので、保持部材４２の個数や配置間隔などは施工条件に応じて設定することができる。
【００５４】
　杭頭安定化部材４０においては、補強部材４１ａ，４１ｂ及び保持部材４２の材質はス
テンレス鋼材であるが、これに限定するものではないので、これ以外の材質、例えば、耐
食メッキ鋼材、合成樹脂コーティング鋼材、炭素繊維材若しくはガラス繊維材などを採用
することもできる。
【００５５】
　杭頭安定化部材４０は、図３，図４中に示す杭頭安定化部材１０と同様に、杭頭部Ｐ１
の周りを囲繞した状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置し
て使用することができ、杭頭安定化部材１０と同等の優れた作用、効果を得ることができ
る。
【００５６】
　次に、図１１～図１９に基づいて、本発明のその他の実施形態である杭頭安定化部材５
０Ｘ，５０Ｙ，５０Ｚ，６０Ｘ，６０Ｙ，６０Ｚ，７０Ｘ，７０Ｙ，７０Ｚについて説明
する。なお、図１１～図１９において、図１～図４中の符号と同じ符号を付している部分
は、図１，図２に示す杭頭安定化部材１０及び図３，図４に示す杭頭接合構造２及び杭基
礎フーチング構造１００の構成部分と共通する形状、機能を有する部分であり、説明を省
略する。
【００５７】
　図１１に示す杭頭安定化部材５０Ｘは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材５０Ｘは、杭頭部Ｐ１の周りを囲んだ状態で、捨てコンクリー
ト１上に配置される円形状の補強部材５１と、補強部材５１を杭頭部Ｐ１から所定間隔離
れた位置で保持するため補強部材５１から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め
部５２ｃを有する保持部材５２と、を備えている。図１１（ｂ）に示すように、杭頭安定
化部材５０Ｘは、補強部材５１及び保持部材５２の下面が捨てコンクリート１の表面に当
接した状態で配置される。
【００５８】
　図１２に示す杭頭安定化部材５０Ｙは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材５０Ｙは、杭頭部Ｐ１の周りを３重に囲んだ状態で、捨てコン
クリート１上に配置される円形状をした３つの補強部材５１，５３，５４と、補強部材５
１，５３，５４を、杭頭部Ｐ１から所定間隔離れた位置で保持するために、補強部材５３
から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め部５５ｃを有する保持部材５５と、を
備えている。図１２（ｂ）に示すように、杭頭安定化部材５０Ｙは、補強部材５１，５３
，５４及び保持部材５５の下面が、捨てコンクリート１の表面に当接した状態で配置され
る。
【００５９】
　図１３に示す杭頭安定化部材５０Ｚは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材５０Ｚは、杭頭部Ｐ１の周りを３重に囲んだ状態で、捨てコン
クリート１上に配置される円形状をした３つの補強部材５１，５３，５４と、補強部材５
１，５３，５４を、杭頭部Ｐ１から所定間隔離れた位置で保持するため、補強部材５３か
ら杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め部５６ｃを有する保持部材５６と、を備
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えている。
【００６０】
　杭頭安定化部材５０Ｚにおいては、図１３（ｂ）に示すように、補強部材５１，５３，
５４を、捨てコンクリート１の表面から所定間隔離れた位置で一定姿勢に保持するため保
持部材５６の下面側から突出する複数の脚部５６ａ，５６ｂを備えている。杭頭安定化部
材５０Ｚは、保持部材５１，５３，５４及び保持部材５６の下面が、捨てコンクリート１
の表面から所定間隔離れた状態に配置される。
【００６１】
　図１４に示す杭頭安定化部材６０Ｘは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材６０Ｘは、杭頭部Ｐ１の周りを囲んだ状態で、捨てコンクリー
ト１上に配置される角丸四角形状の補強部材６１と、補強部材６１を杭頭部Ｐ１から所定
間隔離れた位置で保持するため、補強部材６１から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した
位置決め部６２ｃを有する保持部材６２と、を備えている。図１４（ｂ）に示すように、
杭頭安定化部材６０Ｘは、補強部材６１及び保持部材６２の下面が、捨てコンクリート１
の表面に当接した状態で配置される。
【００６２】
　図１５に示す杭頭安定化部材６０Ｙは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材６０Ｙは、杭頭部Ｐ１の周りを３重に囲んだ状態で、捨てコン
クリート１上に配置される角丸四角形状をした３つの補強部材６１，６３，６４と、補強
部材６１，６３，６４を、杭頭部Ｐ１から所定間隔離れた位置で保持するため、補強部材
６３から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め部６５ｃを有する保持部材６５と
、を備えている。図１５（ｂ）に示すように、杭頭安定化部材６０Ｙは、補強部材６１，
６３，６４及び保持部材６５の下面が、捨てコンクリート１の表面に当接した状態で配置
される。
【００６３】
　図１６に示す杭頭安定化部材６０Ｚは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材６０Ｚは、杭頭部Ｐ１の周りを３重に囲んだ状態で、捨てコン
クリート１上に配置される角丸四角形状をした３つの補強部材６１，６３，６４と、補強
部材６１，６３，６４を、杭頭部Ｐ１から所定間隔離れた位置で保持するため、補強部材
６３から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め部６６ｃを有する保持部材６６と
、を備えている。
【００６４】
　杭頭安定化部材６０Ｚにおいては、図１６（ｂ）に示すように、補強部材６１，６３，
６４を、捨てコンクリート１の表面から所定間隔離れた位置で一定姿勢に保持するため、
保持部材６６の下面側から突出する複数の脚部６６ａ，６６ｂを備えている。杭頭安定化
部材６０Ｚは、保持部材６１，６３，６４及び保持部材６６の下面が、捨てコンクリート
１の表面から所定間隔離れた状態に配置される。
【００６５】
　図１７に示す杭頭安定化部材７０Ｘは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材７０Ｘは、杭頭部Ｐ１の周りを囲んだ状態で、捨てコンクリー
ト１上に配置される八角形状の補強部材７１と、補強部材７１を杭頭部Ｐ１から所定間隔
離れた位置で保持するため、補強部材７１から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置
決め部７２ｃを有する保持部材７２と、を備えている。図１７（ｂ）に示すように、杭頭
安定化部材７０Ｘは、補強部材７１及び保持部材７２の下面が、捨てコンクリート１の表
面に当接した状態で配置される。
【００６６】
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　図１８に示す杭頭安定化部材７０Ｙは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材７０Ｙは、杭頭部Ｐ１の周りを３重に囲んだ状態で、捨てコン
クリート１上に配置される八角形状をした３つの補強部材７１，７３，７４と、補強部材
７１，７３，７４を、杭頭部Ｐ１から所定間隔離れた位置で保持するため、補強部材７３
から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め部７５ｃを有する保持部材７５と、を
備えている。図１８（ｂ）に示すように、杭頭安定化部材７０Ｙは、補強部材７１，７３
，７４及び保持部材７５の下面が、捨てコンクリート１の表面に当接した状態で配置され
る。
【００６７】
　図１９に示す杭頭安定化部材７０Ｚは、地盤Ｇから突出した杭頭部Ｐ１の周りを囲繞し
た状態で、杭頭部Ｐ１の周囲に打設された捨てコンクリート１上に配置される耐食性の部
材である。杭頭安定化部材７０Ｚは、杭頭部Ｐ１の周りを３重に囲んだ状態で、捨てコン
クリート１上に配置される八角形状をした３つの補強部材７１，７３，７４と、補強部材
７１，７３，７４を、杭頭部Ｐ１から所定間隔離れた位置で保持するため、補強部材７３
から杭頭部Ｐ１の外周に向かって突出した位置決め部７６ｃを有する保持部材７６と、を
備えている。
【００６８】
　杭頭安定化部材７０Ｚにおいては、図１９（ｂ）に示すように、補強部材７１，７３，
７４を、捨てコンクリート１の表面から所定間隔離れた位置で一定姿勢に保持するため、
保持部材７６の下面側から突出する複数の脚部７６ａ，７６ｂを備えている。杭頭安定化
部材７０Ｚは、保持部材７１，７３，７４及び保持部材７６の下面が、捨てコンクリート
１の表面から所定間隔離れた状態に配置される。
【００６９】
　なお、図１～図１９に基づいて説明した杭頭安定化部材１０，２０，３０，４０，５０
Ｘ，５０Ｙ，５０Ｚ，６０Ｘ，６０Ｙ，６０Ｚ，７０Ｘ，７０Ｙ，７０Ｚ及び杭基礎フー
チング構造５は、本発明を例示するものであり、本発明に係る杭頭安定化部材及びこれを
用いた杭基礎フーチング構造は、前述した杭頭安定化部材１０，２０，３０，４０，５０
Ｘ，５０Ｙ，５０Ｚ，６０Ｘ，６０Ｙ，６０Ｚ，７０Ｘ，７０Ｙ，７０Ｚ及び杭基礎フー
チング構造５に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明に係る杭頭安定化部材及びこれを用いた杭基礎フーチング構造は、オフィスビル
、大型商業施設や娯楽施設あるいは公共建造物などの各種鉄筋コンクリート構造物の基礎
工事などにおいて広く利用することができる。
【符号の説明】
【００７１】
　１　捨てコンクリート
　２　杭頭接合構造
　３　空間
　４　隔壁部材
　６　杭頭蓋
　６ａ，Ｐ２　開口部
　７　カブリ
　８　フーチング部
　１０，２０，３０，４０，５０Ｘ，５０Ｙ，５０Ｚ，６０Ｘ，６０Ｙ，６０Ｚ，７０Ｘ
，７０Ｙ，７０Ｚ　杭頭安定化部材
　１１，２１ａ，２１ｂ，３１，４１ａ，４１ｂ，５１，５３，５４，６１，６３，６４
，７１，７３，７４　補強部材
　１１ａ　断面
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　１１ｂ　内周面
　１１ｃ　中心線
　１２，２２，３２，４２，５２，５５，５６，６２，６５，６６，７２，７５，７６　
保持部材
　１２ａ　凹部
　１２ｂ，５６ａ，５６ｂ，７６ａ，７６ｂ　脚部
　１２ｃ，５２ｃ，５５ｃ，５６ｃ，６２ｃ，６５ｃ，６６ｃ，７２ｃ，７５ｃ　位置決
め部
　１２ｄ　下端部
　１２ｅ　先端部
　１２ｆ　外面
　１００　杭基礎フーチング構造

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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